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安全・安心・家族の笑顔
願いはひとつ 
 年末年始も無災害

（いわて年末年始無災害労働スローガン）



労働基準情報いわて Dec.　20122

実施期間：平成24年12月１日～平成25年１月31日
主 唱 者：岩手労働局　岩手労働災害防止団体連絡協議会

平成24年度

いわて年末年始無災害運動

　岩手県内の労働災害発生状況は、中長期的には減
少傾向にはあるといわれていましたが、一転、平成
22年から増加に転じています。このため、去る10月
５日付けで岩手労働局長から「労働災害減少に向け
た緊急要請」が発出されたところです。
　これから冬季間特有の凍結・積雪等の自然要因と
年末年始の慌しい時期が重なり、労働災害の発生す
る危険性は更に高まっていきます。
　労働災害を未然に防止するためには、関係者が職
場の安全について一層深く認識し、労働災害の発生
リスクを小さなうちから摘み取っていく努力が肝要
です。
　このため、岩手労働局と岩手労働災害防止団体連
絡協議会（事務局；岩手労働基準協会）が主唱し、
平成24年12月１日から平成25年１月31日の62日間、
「安全・安心・家族の笑顔　願いはひとつ　年末年
始も無災害」のスローガンの下、「いわて年末年始
無災害運動」展開します。

　各労働災害防止団体が実施する年末年始無災害運
動と連動し、労働災害の減少に向けた一層の取組を
お願いいたします。
　会員事業場におきましては、配布しております「い
わて年末年始無災害運動カレンダー」の「安全マー
ク」を完成させるよう、全員参加での運動の展開を
お願いいたします。

寒さや雪による
冬季特有災害を防止しよう！
１.積雪・凍結による転倒災害、墜落災害の防止�
（1） 　通路・作業箇所は、できる限り、囲い・除雪・
融雪の措置等により、積雪・凍結を防止する。

（2） 　工事現場の外部足場は、ネットの設置等に
より、雪の吹き込みを防止する。

（3） 　履物は、滑り難い靴等を着用させる。

２.車両等のスリップ事故の防止�
（1） 　速度を控えめにし、かつ、早めにブレーキ
をかける。

（2） 　急ハンドル・急ブレーキを避ける。
（3） 　橋の上・トンネルの出入り口・日陰の部分は、
積雪・凍結があるので速度を落とす。

３.雪降ろしの際の災害防止�
（1） 　腰痛の予防のための体操を、作業開始前に行う。
（2） 　滑り難い靴・安全帯・ヘルメット等を使用させる。
（3） 　軒先に近寄らないように、作業・歩行させる。
（4） 　軒先からせり出している雪は、できる限り

地上から除去する。

４.土砂崩壊災害の防止�
（1） 　凍結・融解の繰り返しによる地山の崩壊・
転石の発生に注意する。

（2） 　地肌が露出している箇所の点検・こそく行
う。

（3） 　地肌が露出している箇所を通行するときは、
地山から離れたところを通行させる。



　厚生労働省では、「女性労働者の能力発揮を促進
するための積極的な取組」（ポジティブ・アクショ
ン）及び「仕事と育児・介護との両立支援のための
取組」について、その取組を推進している企業を表
彰し、これを男女ともそれぞれの職業生活を通じて
持てる能力を発揮できる職場環境の好事例として広
く周知しています。
　平成24年度、岩手労働局では次のとおり表彰企
業を決定し、平成24年10月22日に表彰式を行いま
した。

【受賞企業】

�均等推進企業部門�

　「岩手労働局長奨励賞」
株式会社ホーマス・キリンヤ

�ファミリー・フレンドリー企業部門�

　「岩手労働局長優良賞」

社団医療法人盛岡繋温泉病院

【株式会社ホーマス・キリンヤ】
・�女性の活用推進の方針について、社長メールマガ
ジンなどで全社員に周知、厚生労働省ポジティ
ブ・アクション応援サイトにて公表
・�会社説明会資料に、販売企画業務で活躍している
女性社員を掲載し女性の採用拡大を促進
・�女性の配置がなかった衣料バイヤーについて、勤
務しやすい体制を配慮し女性２名をサブバイヤー
に配置
・�社外発表会における発表者の募集を女性にも呼び
かけ、全国代表として女性社員が発表
・�各店舗での勉強会に参加していない女性には、直
属の上司から参加の働きかけを実施

【社団医療法人盛岡繋温泉病院】
・�過去３年間の育児休業制度利用状況は男性１名
（１子につき２回取得）、女性出産者の100％が取
得（管理職、期間雇用者含む）
・�過去３年間の介護休業制度利用状況は女性３名
（管理職含む）
・�両立支援リーフレットを作成・配布、育児休業復
職者への教育訓練、育児休業者が出ることを想定
した人員配置
・�育児・介護休業期間の昇進・昇格の算定は就業と
みなし、退職金の算定は復職後５年以上勤務すれ
ば休業期間の50％を勤続年数に加算
・�子育て支援保育手当の支給
・�病院長名による年休取得促進及び残業抑制のポス
ターなどの掲示

均等・両立推進企業表彰岩手労働局長賞表彰式を行いました

岩手労働局小林局長より表彰を受ける
社団医療法人盛岡繋温泉病院小西院長

岩手労働局小林局長より表彰を受ける
株式会社ホーマス・キリンヤ髙栁社長

表彰企業の取組み

　ポジティブ・アクションに取組む企業・

仕事や家庭の両立支援に取組む企業の皆様

の積極的なご応募をお待ちしております。

〈厚生労働省ホームページ〉
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/
kintou/ryouritsu.html

お問合せは
岩手労働局雇用均等室

（電話０１９－６０４－３０１０）

平成25年度均等・両立推進企業表彰に
ご応募ください！
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平成24年度の岩手県最低賃金が変わります。
必ずチェック最低賃金！  使用者も、労働者も

詳しくは、岩手労働局労働基準部賃金室又は最寄りの労働基準監督署へお問い合せください。 

    岩手労働局賃金室℡：019－604－3008 
    各労働基準監督署℡ 盛岡：019－604－2530 宮古：0193－62－6455 釜石：0193－23－0651 花巻：0198－23－5231 
              一関：0191－23－4125 大船渡：0192－26－5231 二戸：0195－23－4131 

（注） これらの産業における、管理、補助的経済活動を行う事業所（本社等の事業所）、純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な

経済活動がこれらの産業に分類されるもの）は、それぞれの産業別最低賃金が適用されます。 

● すべての事業主は、雇用する労働者（パートタイマー、臨時、アルバイト等を含む。）に最低賃金額以上の賃金を支払わな

ければなりません。また、最低賃金額を理由に、労働者の賃金を引き下げることは許されません。 
● 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与等は算入しません。 
● 複数の最低賃金が適用される場合は、最も高い最低賃金額を支払わなければなりません。 
● 岩手労働局長の許可（最低賃金の減額特例許可）を受けることにより、断続的労働に従事する方等に対し、個別に減額され

た最低賃金を適用することがあります。 
● 事業主は、最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知する措置をとらなければな

りません。 
● 労働者は、事業場に最低賃金法令違反の事実がある場合は、その事実を労働基準監督署に申告することができます。 

事業主は、申告したことを理由として、労働者に対し解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。 

最 低 賃 金 件 名 時 間 額 (円) 適   用   対   象 

 岩 手 県 最 低 賃 金  
（平成24年10月20日発効） 

６５３  全産業の全労働者に適用されます。 

鉄鋼業、金属線製品、 
その他の金属製品製造業 

（平成24年12月19日発効） 

７２８ 

・鉄鋼業（①高炉による製鉄業 ②銑鉄鋳物製造業 ③可鍛鋳鉄

製造業 ④鉄鋼シャースリット業 ⑤鋳鉄管製造業 ⑥他に分類

されない鉄鋼業を除く） 
・金属線製品製造業（ねじ類を除く） 
・その他の金属製品製造業 
（注） 

下記の労働者については、

産業別最低賃金の適用が除

外され、岩手県最低賃金が適

用されます。 

(1) 18歳未満又は65歳以上

の労働者 

(2) 雇入れ後６ヶ月未満の

労働者であって、技能習得

中のもの  
(3) 清掃又は片付けの業務

に主として従事する労働者

(4) 電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業につ

いては、上記(1)～(3)の労働

者のほか、 
① 手作業による包装又は

袋詰めの業務に主として

従事する労働者 
② 手作業により又は手工

具若しくは小型動力機を

用いて行う組線、かしめ、

取付け、巻線又はバリ取り

の業務に主として従事す

る労働者 
(5) 光学機械器具・レンズ、

時計・同部分品製造業につ

いては、上記(1)～(3)の労

働者のほか、手作業による

包装、袋詰め又はバリ取り

若しくは検品の業務に主

として従事する労働者 

電子部品・デバイス・ 
電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業 

（平成24年12月19日発効） 

７０９ 

・電子部品・デバイス・電子回路製造業 
・電気機械器具製造業（①民生用電気機械器具製造業 ②電球・

電気照明器具製造業 ③電池製造業 ④医療用計測器製造業（心

電計製造業を除く）⑤その他の電気機械器具製造業を除く） 
・情報通信機械器具製造業 
（注） 

光学機械器具・レンズ、 
時計・同部分品製造業  

（平成24年12月19日発効） 

７１７ 
・光学機械器具・レンズ製造業 
・時計・同部分品製造業 
（注） 

各 種 商 品 小 売 業 

（平成25年3月1日発効） 

７２０ 
 各種商品小売業（衣食住にわたる各種商品を販売する事業所

で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるか判別

できない事業所） 
（注） 

自 動 車 小 売 業 

（平成24年12月19日発効） 

７３９ 

 自動車小売業のうち 
・自動車（新車）小売業 
・中古自動車小売業 
・自動車部分品・附属品小売業 
 なお、二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）について

は、岩手県最低賃金が適用されます。 
（注） 

岩 手 県 最 低 賃 金  
（平成24年10月20日発効）日発効）日発

６５３ 全産業の全労働者に適用さ労働者に適用さ労 れます。ます。ます

・電子部品・デバイス・電子デバイス・電子デ 回路製造業路製造業路製造

・電気機電気機電気 械器機械器機 具械器具械器 製造具製造具 業製造業製造 （①民生用電気機械器生用電気機械器生 具用電気機械器具用電気機械器 製造具製造具 業製造業製造 ②電球・②電球・②電

電気照明器具
７０９

電子部品・デバイス・
電子回路、電気気気機機機械械械械器械器械器械器械器具、
情報通信通信通信通信通信信機信機信機信機信機機信機信機械機械機械械機械機械機械機械器械器械器械器械器器械器械器具器具器具具製具製具製具製具製製具製具 造製造製造製造製造造製造製造業造業造業造業造業業造業造業

（平成24年12月19日発効）日発効）日発

製造業電気照明器具製造業電気照明器具 ③電池製造業③電池製造業③電池製 ④医療用計測④医療用計測④医療用計 器製造測器製造測 業（心器製造業（心器製造

電計製造業を除く）⑤その他の電気機械器具製電気機械器具製電気機械器具 造業を除く製造業を除く製 ）

・情報通信機械・情報通信機械・情報通信機 器具製造械器具製造械 業器具製造業器具製造

（注）（注）（注

各種商品小売業（衣食住にわたる各種商品を販売する事業所販売する事業所販売する事業

で、その事業所その事業所その事業 の性格上いずれの性格上いずれの性格上いず が主たる販売商品であるか判
７２０

各 種 商 品 小 売 業

（平成25年3月1日発効）日発効）日発

別品であるか判別品であるか判

できない事業所）できない事業所）できない事業

（注）（注）（注
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パートタイム労働者・
有期契約労働者の

雇用管理の改善に奨励
金の活用を！均衡待遇・正社員化推進奨励金

　新たにパートタイム労働者に適用する正社員への
転換制度などを設け、実際に制度を適用した事業主
に対して支給する奨励金です。
　奨励金の対象になる制度は以下のとおりです。
・ 支給対象期間は、制度導入から２年間（④は５年
間）です。（既に支給要件を満たす運用がなされ、
定着している場合は対象外となります。）

�①正社員転換制度�

　正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際
に１人以上転換させた事業主に支給します。　　
ⅰ面接試験や筆記試験など試験内容が明示されてい
ること  ⅱ人事評価による選考や推薦など公正な選考
過程が設けられていることⅲ正社員転換時期や転換
試験実施時期が明確にされていることが必要です。

支給額 転換させた労働者10人まで、１人に
つき１回限り

中小企業
１人目 40万円
２人目～10人目 20万円

大 企 業
１人目 30万円
２人目～10人目 15万円

�②共通処遇制度�

　正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労
働者に適用した事業主に支給します。
　ⅰ職務または職能に応じた３区分以上の格付け区
分（主任・係長、１級・２級など）を設け、その区
分に応じた基本給、賞与などの待遇を定めているこ
と  ⅱパートタイム労働者・有期契約労働者の格付
け区分が正社員と２区分以上同じであることが必要
です。

支給額 １事業主につき１回限り
中小企業 60万円
大 企 業 50万円

�③共通教育訓練制度�

　正社員と共通の教育訓練制度（Off-JTに限る）を
導入し、１人につき６時間以上の教育訓練を延べ10
人（大企業は30人）以上に実施した事業主に支給し
ます。

ⅰ正社員と「共通」「同等」の教育訓練であること
ⅱ教育訓練の内容・時間数などが明示されているこ
とが必要です。

支給額 １事業主につき１回限り
中小企業 40万円
大 企 業 30万円

�④短時間正社員制度�

　短時間正社員制度を導入し、実際に１人以上に適
用した事業主に支給します。

支給額 転換させた労働者10人まで、１人に
つき１回限り

中小企業
１人目 40万円
２人目～10人目 20万円

大 企 業
１人目 30万円
２人目～10人目 15万円

�⑤健康診断制度�

　パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健
康診断制度（法令上実施義務のあるものを除く）を
導入し、実際に延べ４人以上に実施した事業主に支
給します。　　　　　

支給額 １事業主につき１回限り
中小企業 40万円
大 企 業 30万円

　奨励金を活用するためのご注意！
■ 導入する制度の内容および制度が適用されるため
の合理的な基準、手続き、実施時期などを、就業
規則または労働協約に明示することが必要です。
対象とする労働者の定義、正社員の所定労働時間
や賃金等もはっきり定めておくことが必要です。

■ 就業規則は労働基準監督署に届け出る必要があり
ます。届出前に制度を適用した場合は、奨励金の
対象になりません。事業所が複数ある企業では、
全ての事業所でもれなく届出、周知を行ってくだ
さい。

■ この他にも要件が定められています。

奨励金の詳細や支給申請は岩手労働局雇用均等室へ
盛岡市盛岡駅西通1-19-15　電話019-604-3010
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●年間予約購読料は１年単位の前払い制となります。途中解約による返金はできません。
●お申込みいただき次第、商品とは別に請求書と専用の郵便振替用紙をお送りいたします。
●年間予約購読のお申込み（下記の申込書による）・お問合せは、

　中災防��出版事業部��業務管理課　FAX：03－3452－2480　TEL：03－3452－6702  
　またはお近くの岩手労働基準協会（各支部）まで。

中央労働災害防止協会からのお知らせ 年間予約購読のご案内
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　メンタルヘルス対策相談員・促進員（産業医、
臨床心理士、産業カウンセラー、社会保険労務
士等）が、電話・対面・FAX・メール等により、
メンタルヘルス対策全般に関するご相談にお答
えいたします。

メンタルヘルス対策支援センターのご案内
（岩手産業保健推進センター／メンタルヘルス対策支援センター）

メンタルヘルス対策支援センターのご案内
（岩手産業保健推進センター／メンタルヘルス対策支援センター）

メンタルヘルス対策支援センターのご案内
（岩手産業保健推進センター／メンタルヘルス対策支援センター）

メンタルヘルス対策支援センターのご案内
（岩手産業保健推進センター／メンタルヘルス対策支援センター）

　精神障害等に係る労災認定件数は増加の一途をたどり、平成23年度は労働災害による死亡者数(1,024人)を
上回り、全国で1,272件の請求がなされるなど、職場におけるメンタルヘルス対策はとても重要な課題になっ
ております。
　「心の健康確保」は労働安全衛生法にその法的根拠を置き、平成22年６月には「メンタルヘルスに関する
措置を受けられる職場の割合を100％にする」という閣議決定がなされています。
　メンタルヘルス不調者はもとより、同僚労働者への影響、そして社内の担当者もまたメンタル不調に陥る
など、企業も非常に大きなリスクをともない、生産性にも関係する大きな問題です。
　メンタルヘルス対策支援センターは、働く人々の「心の健康」を確保するため、メンタルヘルス対策に取
り組もうとする事業場を支援する活動をしております。
　メンタルヘルス対策支援事業は、厚生労働省の委託事業であり、ご提供する支援は全て無料となっており
ますので、是非積極的にご活用ください。

　メンタルヘルス対策支援センターがご提供する支
援は全て無料ですのでお気軽にご利用ください。
社内のメンタルヘルス対策について、悩まれている
こと、わからないこと等がございましたら、是非、
メンタルヘルス対策支援センターをご利用頂き、よ
り積極的な活動にしましょう。

※ 各事業場が独自に実施する研修会について、講師
紹介・斡旋をご要望される場合は、産業保健推進
センターで承っておりますので、産業保健推進セ
ンターにお申し込み願います。（講師への謝金等は
講師と個別に協議して頂くことになり、センター
では仲介等はいたしませんのでご留意願います。）

❶相　　談

❷個別訪問支援
　メンタルヘルス対策に取り組みたいが、何か
ら始め、どのようにすればよいのかわからない
という事業場を専門家（臨床心理士、産業カウ
ンセラー、看護師等）が訪問し、事業場の状況
に応じ、より具体的なアドバイスをいたします。

例えば…

・�「心の健康づくり計画」はどのように作ればいいのか
・�「職場復帰支援プログラム」はどのように作れば
いいのか
・�社内の相談体制はどのようにすればいいのか、社
内教育をしたいが

例えば…

・�メンタルヘルス対策の取り組み方がわからない
・�メンタルヘルス不調者にどのように対応すればい
いのかわからない
・�職場復帰に向けてどのような対応をしたらいいの
かわからない
・�社内スタッフや管理監督者の研修、セルフケアに
関する教育を実施したい

　業界団体・事業主団体等の各種会議・会合・
大会・研修会などにおいて複数の事業場が参加
される場合、メンタルヘルス対策に関する周
知・情報提供等の
活動を行なってお
ります。また、そ
の際に、メンタル
ヘルス対策に関す
る研修も併せて実
施可能です。

❸事業主説明会（事業主セミナー）

メンタルヘルス対策支援センター
（岩手産業保健推進センター内）

住　　所　盛岡市盛岡駅西通2－9－1  マリオス14階
Tel ／Fax　019－652－1466
メ ー ル　shien@mentaliwate.jp
ホームページ　http://www.mentaliwate.jp



Ｑ 育児休業を取得中の正社員がいます。育児休
業の申出は「６か月程度休みたい」と口頭で

行われ了承しました。先日、休業者より「そろそ
ろ復職したい」と連絡がありましたが、会社とし
てはまだ復職するとは思っておらず、休業期間は
代替要員も雇用しているため戻す場所がありませ
ん。そのため、休業者には自宅待機もしくは正社
員からパートへの身分変更をお願いしようと思い
ますが、問題ないでしょうか。

Ａ  　育児・介護休業法では、育児休業を取得し
　　たこと等を理由とする不利益取扱いを禁止し
ています。不利益取扱いには、育児休業を申し出
たこと、取得したことを理由とする解雇、契約更
新をしないことのほか、自宅待機を命ずること、
正社員を非正規社員とするような労働契約内容の
変更を強要することなどが上げられます。
　また、やむなく人員整理を行う際、育児休業を
取得したことを理由に整理の対象とすることも不
利益取扱いに当たります。
　一方、育児休業を取得する際は、文書での申出
を行うことが必要です。
　さらに、労働者から申出書が提出された場合、
事業所は必ず「取扱通知書」を申出者に交付して

ください。「取扱通知書」には、①申出を受けた
こと　②休業期間を記載する必要があります。
　ご相談の場合の自宅待機は、育児休業者の代わ
りの業務を行う代替要員がいるため復職する場所
がないとの理由によるものですが、育児休業はそ
もそも復職を前提とした休業であるため、そのよ
うな理由で自宅待機を命ずるのであれば不利益取
扱いに当たり、法違反となります。また正社員か
らパートになることを強要することも同様に法違
反となります。
　なお、ご相談の場合は、復職時期がお互いに曖
昧だったため生じたトラブルともいえます。
　改めて文書で取得期間を明確にすることから、
このトラブルは話し合いで解消することが可能で
す。
　育児休業制度をスムーズに運用するためにも、
就業規則等に育児休業に関する規定を盛り込むこ
とが大切です。その際、育児休業申出書などの様
式を定めておくことにより、トラブルを未然に防
ぐことができます。
　また、育児休業者の代替要員を雇用しかつ育児
休業者を原職等に復帰させた場合（労働者数300人
以下の企業）などに受給できる「両立支援助成金」
もありますので、ご活用ください。
　岩手労働局雇用均等室では、平成24年７月に全
面施行された改正育児・介護休業法に沿った規定
整備のお手伝いをいたしますので、お気軽にご連
絡ください。（電話019－604－3010）

育児休業後の復職に
ついて

障害者雇用率制度とは…
　「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的
障害者の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義務づけています（精神障害者については雇用義務はあり
ませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます）。
　この法律では、法定雇用率は「労働者※の総数に占める身体障害者・知的障害者である労働者※の総数の割合」
を基準として設定し、少なくとも５年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。今回の法
定雇用率の変更は、同法の規定に基づくものです。	 ※失業中の人も含みます。

 ご注意！　従業員50人以上56人未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
　今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上
に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

◆毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません

お問い合せ　岩手労働局職業安定部職業対策課　又は各ハローワークへ

すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する
義務があります（障害者雇用率制度）。この法定雇用率が、平成
25年４月１日から右のように変わります。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。

事業主区分
法定雇用率

現行 平成25年４月１日以降

民間企業 1.8％ 2.0％

平成25年４月１日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
事業主のみなさまへ

労働基準情報いわて Dec.　2012

■　№		735 第三種郵便物承認平成24年12月１日発行労働基準情報岩手

8



イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

新会員事業所のお知らせ� 10月に加入された事業所をご紹介いたします　

支部名 事　業　所　名 所在地

釜　石 東日本復興開発㈱ 大槌町

花　巻 ㈱アサノ通運岩手事業本部 花巻市

一　関 ㈱山本工業 一関市

支部名 事　業　所　名 所在地

一　関 トヨナカ岩手㈱ 一関市

一　関 ㈱アクセル 一関市

～岩手産業保健推進センターのお知らせ～
岩手産業保健推進センターでは、衛生管理担当者、人事・労務管理担当者、産業看護職、産業医、管理監督者、

事業主等の産業保健スタッフの業務を支援するため、各種産業保健研修会を開催しています。 

お申込み・お問合せは、岩手産業保健推進センター（電話 019-621-5366 FAX 019-621-5367）またはホームペ

ージ（http://www.sanpo03.jp/）のメールフォームから。 

開催日時 開催場所 研修テーマ等 

12 月 4 日（火） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

事業主支援ワークショップ   （※岩手障害者職業センターとの共催です。） 

  「職場復帰支援」 

12 月 5 日（水） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ７０２ 

カウンセリング研修シリーズ Ⅲ－３ 

  傾聴スキルの習得  （最終回） 

12 月 11 日(火) 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

メンタルヘルス対策シリーズ８ 【折れない社員の育成】 

①折れない社員の育成 

②適応障害の対応 

12 月 14 日（金） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

もう一度見直したい職場のセクハラ防止対策 

快適職場指針 （「快適職場づくり」） 

12 月 19 日(水) 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ７０２ 

カウンセリング研修シリーズ Ⅲ－４ 

  認知行動療法  （第 1 回目） 

12 月 26 日（水） 

13:30～16:30 

北上市 

さくらホール会議室 

健康確保対策シリーズ ４ 

  ①高血圧と脳心臓疾患、生活習慣病の予防 

  ②有所見率はなぜ高い、どうすれば有所見率が下がるか（意見交換） 

※詳しくは、ＨＰをご覧ください。⇒http://www.sanpo03.jp/ 

岩手産業保健推進センターでは、衛生管理担当者、人事・労務管理担当者、産業看護職、産業医、管理監督者、

事業主等の産業保健スタッフの業務を支援するため、各種産業保健研修会を開催しています。 

お申込み・お問合せは、岩手産業保健推進センター（電話 019-621-5366 FAX 019-621-5367）またはホームペ

ージ（http://www.sanpo03.jp/）のメールフォームから。 

開催日時 開催場所 研修テーマ等 

12 月 4 日（火） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

事業主支援ワークショップ   （※岩手障害者職業センターとの共催です。） 

  「職場復帰支援」 

12 月 5 日（水） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ７０２ 

カウンセリング研修シリーズ Ⅲ－３ 

  傾聴スキルの習得  （最終回） 

12 月 11 日(火) 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

メンタルヘルス対策シリーズ８ 【折れない社員の育成】 

①折れない社員の育成 

②適応障害の対応 

12 月 14 日（金） 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ８１１ 

もう一度見直したい職場のセクハラ防止対策 

快適職場指針 （「快適職場づくり」） 

12 月 19 日(水) 

13:30～16:30 

盛岡市 

アイーナ ７０２ 

カウンセリング研修シリーズ Ⅲ－４ 

  認知行動療法  （第 1 回目） 

12 月 26 日（水） 

13:30～16:30 

北上市 

さくらホール会議室 

健康確保対策シリーズ ４ 

  ①高血圧と脳心臓疾患、生活習慣病の予防 

  ②有所見率はなぜ高い、どうすれば有所見率が下がるか（意見交換） 

※詳しくは、ＨＰをご覧ください。⇒http://www.sanpo03.jp/ 
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　一定の業種（林業・建設業・運送業・製造業・清掃業・旅館業等）の常時50人以上
の労働者を使用する事業場においては、次に該当する者で、かつ、安全管理者選任時研
修修了者から安全管理者を選任することになっています。
　①理系大卒＋２年以上産業安全の実務
　②大卒＋４年以上産業安全の実務
　③理系高卒＋４年以上産業安全の実務
　④高卒＋６年以上産業安全の実務
　⑤７年以上産業安全の実務
　社内人事で新たに安全管理者に選任予定の方もあると思われます。この研修修了が選
任の要件となっておりますので該当者の受講についてご検討ください。
　当協会では、この研修を１月17日㈭・18日㈮に当協会研修センターで開催いたします。
　詳細につきましては、本誌11頁及びＨＰをご覧ください。

●安全管理者選任時研修のご案内



講習会のおしらせ� 25年２月迄のご案内

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

有機溶剤作業主任者技能講習 H25.2/14(木)～15(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

Ｈ25.2/21(木)～22(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,680

乾燥設備作業主任者技能講習 Ｈ25.1/23(水)～24(木) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,450 1,155

玉掛け技能講習 Ｈ25.1/15(火)～17(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部 21,000 1,600

Ｈ25.2/5(火)～7(木) 釜石職業訓練協会他 30 釜石支部

Ｈ25.2/25(月)～27(水) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部

フォークリフト運転技能講習 Ｈ25.1/15(火)～18(金) 花巻市交流会館他 20 花巻支部 28,350 1,575

(31時間コース)
Ｈ25.1/21(月)～24(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

Ｈ25.1/22(火)～25(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

Ｈ25.2/18(月)～21(木) 岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部

Ｈ25.2/25(月)～28(木) 花巻市交流会館他 40 花巻支部

Ｈ26.2/26(火)～3/1(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

フォークリフト運転技能講習

(11時間コース)

小型移動式クレーン運転技能講習 Ｈ25.1/22(火)～24(木) 二戸職業訓練協会他 30 二戸支部 27,300 1,600

(一部免除者)
25,200

ガス溶接技能講習 Ｈ25.1/8(火)～9(水) 宮古高等技術専門校 40 宮古支部 9,450 840

Ｈ25.1/9(水)～10(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

安全衛生推進者養成講習 12/19(水)～20(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

Ｈ25.1/17(木)～18(金) アイ・ドーム 60 一関支部

9,450

12,900

13,950

5,250 1,050

6,300

低圧電気取扱業務特別教育

　　　　（開閉器の操作）

7,350

6,300 1,050

7,350

12/10(月)～11(火) 花巻市交流会館他 20

盛岡支部

Ｈ25.1/15(火)～16(水)・18(金)

12/19(水)～20(木)

Ｈ25.1/28(月)～30(水)

アーク溶接特別教育

宮古支部

岩手労働基準協会研修センター

60

㈱東北佐竹製作所 24

技
　
　
　
　
　
　
　
　
能
　
　
　
　
　
　
　
　
講
　
　
　
　
　
　
　
　
習
　
　
　
　
　
　
　
　
等

動力プレスの金型の取扱特別教育

岩手労働基準協会研修センター

岩手労働基準協会研修センター

Ｈ25.2/14(木)～15(金)

12/7(金)～8(土)

8,400

気仙教育会館

6306,300

盛岡支部

花巻支部

1,050二戸支部

大船渡支部30

花巻支部

1,600花巻支部

8,400

1,575Ｈ25.1/15(火)・21(月)

酸素欠乏危険作業特別教育

20 盛岡支部
(一部免除者)

18,900

40

11,550

20

クレーン運転業務特別教育

小型車両系建設機械運転特別教育

1,500

30

12/25(火)～26(水)

二戸職業訓練協会 30

60

20 花巻支部

Ｈ25.2/28(木)～3/1(金) 岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

花巻市交流会館他

Ｈ25.1/25(金)

Ｈ25.1/30(水)

H25.1/22(火) 気仙教育会館

花巻市交流会館他

宮古高等技術専門校

Ｈ25.2/18(月)・22(金)

大船渡支部

特
　
　
別
　
　
教
　
　
育
　
　
講
　
　
習

岩手労働基準協会研修センター 20 盛岡支部
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区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

4,200 840

5,250

4,200 630

5,250

Ｈ25.2/12(火)～13(水) 花巻市技術振興会館 48 花巻支部 11,550 840

12,600

11,550 1,470

12,600

5,880 1,890

6,930

5,985 1,600

7,035

12,600 1,470

14,700

会 　員　　無料

非会員 　1,500

釜石職業訓練協会

40 6,000

フォークリフト運転従事者安全衛生教育 30 大船渡支部

粉じん作業特別教育

花巻支部

Ｈ25.1/24(木) アイ・ドーム 30

30 釜石支部

Ｈ25.1/25(金) 花巻市技術振興会館

職長・安全衛生責任者教育

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

Ｈ25.1/17(木)～18(金) 岩手労働基準協会研修センター

50Ｈ25.2/5(火)～6(水)

労務担当者研修会 Ｈ25.2/8(金)

安全管理者選任時研修

岩手労働基準協会研修センター

岩手労働基準協会宮古支部

盛岡支部

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段（斜字 ）＝会員以外です。

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

■　受講料・テキスト代は消費税込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

危険予知普及講習

100

職長教育

12/12(水)

Ｈ25.2/19(火)～20(水)

ダイオキシン類ばく露防止特別教育

12/13(木)

20 一関支部

40 大船渡支部

岩手労働基準協会研修センター

気仙教育会館

本　部

80 本　部

宮古支部

50

一関支部

アイ・ドーム

安全衛生推進者能力向上教育(初任時)

Ｈ25.1/16(水)

12/11(火) 気仙教育会館 30 大船渡支部

気仙教育会館

Ｈ25.2/7(木)

特
別
教
育
講
習

岩手労働基準協会研修センター 盛岡支部100

Ｈ25.2/8(金)

電話番号 FAX番号 E-mail アドレス

本 　 　 部 ０１９－６81－9911 ０１９－６81ー1018 honbu@iwateroukikyo.com

盛 岡 支 部 ０１９－６81－1076 ０１９－６81ー1018 morioka@iwateroukikyo.com

宮 古 支 部 ０１９３－６２－４９０６ ０１９３－６２－４９０６ miyako@iwateroukikyo.com

釜 石 支 部 ０１９３－５５－４３８０ ０１９３－５５－４３８１ kamaisi@iwateroukikyo.com

花 巻 支 部 ０１９８－２４－９５１１ ０１９８－２３－６３０３ hanamaki@iwateroukikyo.com

一 関 支 部 ０１９１－２３－７７２９ ０１９１－２３－７７２０ ichinoseki@iwateroukikyo.com

大 船 渡 支 部 ０１９２－４７－３８８２ ０１９２－４７－３８８７ ofunato@iwateroukikyo.com

二 戸 支 部 ０１９５－２３－５５２１ ０１９５－２３－０４１９ ninohe@iwateroukikyo.com

岩手労働基準協会お問い合わせ先

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

ガス溶接技能講習 10/14(金)～15(土) 花巻市技術振興会館他 60 花巻支部 9,450 840

10/25(火)～26(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

安全衛生推進者養成講習 8/4(木)～5(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

9,450

9,450

13,950

6,300

4,200 800

5,250

11,550 840

12,600

11,550 1,470

12,600

1,000

1,500

12,600 1,260

14,700

10/13(木)～14(金)及び 12,600 6,300
      10/20(木)～21(金)

の４日間 14,700

本　部

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

第１種衛生管理者試験準備講習 岩手労働基準協会研修センター 100

50 盛岡支部

100岩手労働基準協会研修センター

職長教育

1,050

9/8(木) 基準協会宮古支部 40 宮古支部

5,250

アーク溶接特別教育 8/29(月)～30(火)

特
　
 

別
　
 

教
　
 

育
　
 

講
　
 

習

9/22(木)～23(金)

9/2(金)～3(土)

石綿使用建築物等解体の業務
特別教育

技
能
講
習
等

40

花巻支部花巻高等職業訓練校他 60

二戸職業訓練協会

409/9(金)～10(土)

12,900

一関支部

花巻支部20

9/13(火)

40

研削といしの取替え等の業務
特別教育

クレーン運転業務特別教育

9/21(水)～9/22(木)

岩手労働基準協会研修センター

花巻市交流会館他

職長・安全衛生責任者教育

盛岡支部

安全管理者選任時研修

10/18(火)～19(水)

8/10(水)～11(木) 岩手労働基準協会研修センター

衛生担当者研修会

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段＝会員以外です。

■　受講料・テキスト代は消費税込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

問い合わせ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください

アイ・ドーム

盛岡支部

20

60

盛岡支部

北上製紙(株) 40 一関支部

100

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

10/6(木) 岩手労働基準協会研修センター 30

9/8(木)～9(金) 岩手労働基準協会研修センター

9/2(金)

1029(土)

本　部

盛岡支部

1,600

1,0508,400

一関支部

二戸支部

8,400

9/26(月)～27(火) 岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

北上製紙(株)

1,500

10/21(金)～22(土) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

10/7(金)～8(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

岩手労働基準協会研修センター

死　亡　災　害　速　報　（10月）

■宮古署　商業（その他の小売業）　10月８日　男�　交通事故

　魚市場に魚の買い付けに来た被災者が、道路上を歩いていたところ、漁船からの水揚げに使用する
氷を運搬していた他社の労働者が運転するフォークリフトに激突された。
■盛岡署　保健衛生業（社会福祉施設）　10月19日　女�　交通事故

　老人介護施設利用者を迎えに行くため、施設所有の自動車で市道を走行中、道路左側にはみ出し、
電柱に衝突した。
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ク
イ
ズ
で
ゲ
ッ
ト

　「いわて年末年始無災害運動」が始まります。今年度
からスローガンを変更しました。運動を実施する期間日
数の本数の「のぼり」を盛岡流通センターの県道沿いに
設置し広く啓蒙します。
　この運動の期間は何日間でしょうか。

　①　31日間
　②　60日間
　③　62日間

ヒント　本誌３ページに関連記事

●応募方法	 	①自宅住所・氏名　②クイズの答え　③本誌への意見や感想な
どを書いて、ハガキ、FAX又はｅメールでお寄せ下さい。

●締め切り	 平成24年12月25日（火）消印有効
●宛先　　	 〠020－0857　盛岡市北飯岡一丁目10－25
 　　（公財）岩手労働基準協会　クイズ係宛て
 　　ＦＡＸ 019－681－1018
  ｅメール　honbu@iwateroukikyo.com
●賞品及び発表　　応募者の中から抽選で５名様に図書カード（500円券）を
 　お送りします。当選者への賞品発送をもって発表にかえます。
●11月号の正解　　①
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岩手の死亡災害（10月末）

製　造　業	 4	 ( 1 )
鉱　　　業	 0	 ( 0 )
建　設　業	 3	 ( 5 )
運　輸　業	 0	 ( 1 )
林　　　業	 1	 ( 1 )
商　　　業	 3	 ( 1 )
そ　の　他	 2	 ( 1 )

累　　　計	 13	 (10)
	 （　）内は前年同期

編 集
後 記

川
柳
コ
�
ナ
�

発　行　所  公益財団法人岩手労働基準協会
　　　　　　  盛岡市北飯岡一丁目10－25
  〠020－0857／☎019－681－9911／FAX019－681－1018
編集・発行人 中　村　靖　夫

発　行　  平成24年12月１日
　　　　　  定価　１部　100円

会員事業所の購読料
は年会費に含む

川柳原生林社 編集長　中 島 久 光

かさぶたに触れない故郷の迎え風

　失意のうちに故郷に帰ってきたときに、何も訊かずに優し

く迎えてくれるのは両親や友達です。かさぶたが自然に治る

そんな風が心地よく吹いてきます。

（川柳原生林９月号〈杜若〉菅沼道雄作品より）　

　判例法理を整理している労働契約法が改正された。
「雇止めの法理の法定化」の部分は、８月10日から施
行されている。また、「不合理な労働条件の禁止」「無
期労働契約への転換」の部分は、来年４月１日が施
行日のようだ。
　有期労働契約の労働者がいる事業場も多くあると
思われ、有期労働契約に関する労使間のトラブルを
未然に防止するためにも良く理解しておく必要がある
と思われる。
　岩手労働局では県下各地で説明会を開催し（本誌
11月号７頁参照）周知を図っていくとのこと。参加し
てみてはいかがか。 （Y,N）

監修：中災防、マンガ：ミヤチ　ヒデタカ

12

（注）震災に伴うものは含んでいません。


